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会員会社主導のもと定期的にミーティングを開催

１．日本ＣＰ協議会の活動経緯

日本ＣＰ協議会では、昨年５月の設立以来、完全無券面化されたＣＰ（電子ＣＰ）の実現に向けて
継続的な取組みを行っています。
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2000年5月
日本CP協議会設立

2001年1月
「欧州決済制度調査」実施報告

電子CP決済システム（パイロット）

2002年4月
電子CP法施行

2001年6月
「短期社債等の振替に関する
法律（電子CP法）」成立

2001年10月
「電子CP等の決済システム
グランドデザイン」提言

電子CPの法制度化へ向けた活動 更なる市場発展のための法整備に向けた活動

「振替社債法」成立？

通産省（当時）
主導のプロジェ
クトに、発行体
代表として、後
の日本CP協議
会の中核とな
るメンバーが
参加。

フランスのペーパーレスCPの法
制度、決済システムを中心に、
欧州におけるCP市場を取り巻く
環境および制度・決済システム
整備の状況について調査。

電子CP法成立を受け、決済
システム整備に関する提言
の取り纏めを実施。

当局、金融機関、システムベンダー等を招
き、法制度整備、決済インフラ整備に関す
る研究および検討を継続的に実施。
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現在
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２．グランドデザイン取り纏め作業の位置付け

今回のグランドデザイン取り纏め作業は、来年４月の電子ＣＰ法施行を受けた電子ＣＰ等の決済
インフラ早期実現を目的として、決済システム構築のインプットとなる実務スキーム取り纏めと実
現迄のマスタースケジュールを策定しました。

次のステップグランドデザイン取り纏め

決済システムの
概要設計

各種情報の収集と
問題点・課題の整理

今後の対応方針
策定

グランドデザイン
の作成 実行計画の策定

開
発
体
制
の
整
備

欧米の仕組を考慮しつつ、
日本の制度・慣習に沿った
形で、現実的な実現方針を
策定。
また、現在進行中の証券決
済制度改革の動向及び進
捗を踏まえた検討を行う。

法制度面、金融慣行面、
実務面からの課題整理と、
対応方針の取り纏め。
各決済改革ワーキングの
状況を考慮し、現実的なマ
スタースケジュールを策定。

決済システム
整備

・
業務規定等

整備

今回の作業範囲

具体的な実現方針の策定と承認
および開発計画・開発予算の策
定と承認を行う。
また、開発ベンダーの選定、開
発体制・検証体制の準備、詳細
スケジュールの策定を行う。

（本編「１．本報告書の検討範囲」参照）
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市場参加者からの要件

３．新たな決済システムに求められる要件

あるべき決済システム像（グランドデザイン）は、発行体を中心とする市場参加者の要件に基づ
き策定しました。また、あるべき決済システム像実現には現在の決済インフラの更改が必要とな
り時間を要することから、短期的な対応方針も合わせて策定しています。

１．発行・流通・元利金支払にかか

る事務負荷の軽減

２．決済リスクの低減

３．キャッシュの効率的調達・運用

（即日資金化可能）

４．低コストかつ安全な決済インフ

ラの早期実現

５．商品範囲の拡張も視野に入れ

た決済システムの実現

左記の要件をすべて満
たし、かつ今後の取引
件数増大にも対応でき
るような新たなスキーム
（＝グランドデザイン）。

あるべき決済
システム像

グランドデザインに基づ
き、電子ＣＰ（およびその
延長線上にある電子社
債）を決済するために必
要となる最小限の機能
を短期間で実現するた
めのスキーム。

短期対応

（本編「２．グランドデザイン
検討の前提」参照）

（本編「３．グランドデザイン
～目指すべき方向～」参照）

（本編「４．短期対応の方針」
参照）

今後２～３年を目処に整備 今後１年以内を目処に整備
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短期対応　フェーズ１ 電子ＣＰを早期に発行・流通・償還するための決済システム整備
　　　　　　　フェーズ２ 振替社債法の施行に合わせ、口座管理の重層化および利払へ対応
　　　　　　　フェーズ３ 決済性預金のペイオフに合わせ、電子ＣＰのＴ＋０決済に対応

本格対応 グランドデザインに沿った電子ＣＰ・電子社債の決済システム整備

４．電子ＣＰ等の決済システム実現のマスタースケジュール

決済システム整備は、早期実現を目指す「短期対応」と、あるべき決済システム像を実現するた
めの「本格対応」の２段階で進められることを提言します。

2001年 2002年 2003年 2004年

電子ＣＰ法成立------->施行 振替社債法成立->施行

ペイオフ開始
（決済性預金以外）

ペイオフ開始
（決済性預金）

（本編「５．実現に向けたマスタープラン」参照）

法制度等の
整備

電子ＣＰ
・電子社債
決済インフラ
整備

電子ＣＰ決済システム

実行計画

電子社債

Ｔ＋０対応
短期対応

本格対応 仕様定義・基本設計 システム開発 業界テスト

　　フェーズ１稼動

　　フェーズ２稼動

　　フェーズ３稼動

　　本格対応
　　稼動

Ｔ＋１実施

グランドデザイン確定 　

　実施済みもしくは予定が確定しているイベント 　予定が確定していないイベント
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５．当面のマイルストーン

市場インフラ整備に向けた第一歩として、2001年11月末迄に関係者のコンセンサスを形成し、
12月初から「短期対応」が開始できるよう、関係各機関のご理解・ご協力をお願い致します。

2001/11

2001/12

　　グランドデザイン確定

関
係
者
調
整

　　振替機関の確定

短期対応開発準備　（～2002年2月末迄）

○システム仕様定義
○開発業者／技術基盤選定・発注
○開発スケジュール・体制確定

本格対応実行計画策定

（～2002年3月末迄）

１． 事業会社の代表として、経団連より、本グランドデザインに基づく決済システム整備

について了解を頂く。

２． 市場参加者の代表として、証券業協会の決済改革推進ワーキングにおいて、

本グランドデザインの内容を検討頂いた後、基本的な方針についてコンセンサスを得

る。あわせて、マスタープランの推進主体を確定して頂く。

３． 上記２を受け、現時点で唯一の振替機関候補である、証券保管振替機構に、電子

ＣＰ等決済システム整備の開始につき意思決定して頂く。

４． 上記３を受け、中央銀行（日銀）に、電子ＣＰ等の資金決済システム整備開始につ

き意思決定して頂く。


